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大阪府北部を震源とする地震に対する大阪府への見舞金の贈呈  

 

大阪府北部を震源とする地震により被災した大阪府の方々に対し、鳥取県民の

御見舞いの意を表するため、下記のとおり見舞金を贈呈することとしましたので

お知らせします。  

 

記  

１  贈呈日程  

（１）日時   ７月１０日（火）午後１時３０分  

（２）場所   大阪府福祉部長室  

（大阪市中央区大手前３丁目２－１２  大阪府庁別館６階）  

 

２  贈呈方法  

  中原美由紀（なかはらみゆき）鳥取県関西本部長から岸本康孝（きしもとや

すたか）大阪府福祉部長に贈呈  

 

３  見舞金の額  

  ３００，０００円  

 

【参考】近年の見舞金の贈呈実績  

○平成２９年７月   九州豪雨（福岡県、大分県）  

○平成２８年９月   台風第１０号（岩手県、北海道）  

○平成２８年４月   熊本地震（熊本県）  

○平成２７年１０月  台風第１８号（茨城県、栃木県、宮城県）  

※見舞金の額はいずれも各道県３００，０００円  


